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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

大臣官房 官庁営繕部

平成２９年１月２０日

「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申
（社会資本整備審議会）

－ 公共建築工事の発注者の役割 －

○ 平成２８年６月２０日諮問

○ 平成２９年１月２０日答申

○ 建築分科会官公庁施設部会において、４回にわたり審議
（部会長：大森文彦 東洋大学法学部教授、弁護士）
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１．発注者の役割

大臣官房 官庁営繕部

公共建築工事の特徴

（１） 国等が主体となって行う事業

（２） 発注主体において、
発注部局と事業部局が異なる場合が多い
（事業部局は、企画・予算措置、施設管理を実施）

（３） 建築工事ごとに様々な関係者が存在し（施設管理者、利用者、
近隣住民等）、求められる諸条件も多種多様

（４） 設計等に、建築基準法、建築士法が適用

（５） 建築市場全体で、公共の割合が極めて小さい

官公庁施設整備※における発注者のあり方について

公共建築工事において

「１．発注者の役割」を明確にし、

「２．その役割を果たすための方策」

を提言

（背 景）

（現状と課題）

○ 品確法等の改正 （発注者責務の規定）

○ 基礎ぐい工事問題 （民間工事指針の策定）

○ 国、地方公共団体の発注者の体制は多様（市町村3割で技術者ゼロ）

○ 発注者の業務内容は変化 （建物の用途変更・複合化等の要請）

○ 一方で、公共建築工事において、発注者の役割が
明確化されておらず、的確な対応が困難な状況

※答申本文では、
「公共建築工事」としている

発注者に求められること

・ 国民から見て過不足のない適切な品質の確保、
様々な政策課題の建築工事への適用・反映

・ 企画・予算措置を行う事業部局との連携

・ 様々な関係者からの多種多様な諸条件を把握、取捨選択の上、
過不足や相反・相互矛盾のない発注条件の取りまとめ

・ 最も適切な設計者等の選定、告示に基づく予定価格の設定

・ 民間市場の動向を把握し、発注条件や予定価格に反映

２．発注者の役割を果たすための方策 （国土交通省の取組）

【発注者の役割に関する認識の共有化】

【発注者の業務の効率化】

【個別工事の支援】

○ 発注者の役割の「解説書」を作成、発注者への普及・浸透

○ 技術基準等の整備・活用、研修等による人材育成の促進

○ 発注者支援に関する環境整備、相談窓口の活用促進

公共土木工事との対比

それぞれの
公共建築工事の
適切な実施に資する

⇒

民間建築工事との対比

Ａ ： 企画・予算措置を行う事業部局との連携 （「技術的な助言等」）

Ｂ ： 公共建築工事の発注・実施 （「諸条件の把握」、「発注条件の取りまとめ」、「設計・工事等の発注・実施」）
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○設計者

○施工者

○工事監理者

（参考）公共建築工事における発注者の役割

発注者

事業部局 発注部局

公共建築工事の発注の主体（国、地方公共団体） 様々な関係者

①企画・予算措置

③発注条件の取りまとめ

④発注・実施

責任者

引き渡し

○発注者支援機関

○国民、政策

○利用者、近隣住民

○現場状況

・公益法人
・建築士事務所
・CM業務等を行うコンサル等

・ 多種多様な諸条件を
正確に把握するための
事前調査の実施等②諸条件の把握

・ 諸条件を取捨選択し、
過不足なく、
発注条件に反映
・ 相反・相互矛盾のない
客観的で明確な
発注条件の作成

・ 発注者支援の活用

連
携

・ 技術的な対話の推進

・ 最も適切な者の選定
・ 適正な予定価格の設定
・ 契約変更の適切な実施

・ 公共建築工事の
大枠の条件※の決定

※建築物の機能、規模、敷地、工程、
費用等

Ｂ公共建築工事
の発注・実施

Ａ事業部局との連携

技術的な助言
・ 国民から見て過不足ない
適切な品質の確保
・ 様々な政策課題の
建築工事への適用・反映
（木材利用等）

※以上のほか、発注者は、会計法（地方自治法）、品確法等の関係法令や設計・工事の契約書に定められた責務等を適切に果たすことが必要。

・ 公共建築工事の
「品質・工期・コスト」が
適切なものとなるよう
助言等

⑤建物の運用・管理
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品確法を踏まえた官庁営繕の主な取組

優れた品質を確保する選定

設計等の品質確保

適正な予定価格の設定

発注者間の連携

総合評価落札方式、設計プロポーザル等
工事において総合評価落札方式を活用するほか、設計においては設計者の創造性、
技術力、経験等を評価するためプロポーザル方式を活用

「営繕積算方式」活用マニュアル（H28.4）
「公共建築工事積算基準」等に基づく積算方法をベースとして、共通費の適切な積上
等現場の実態を踏まえた課題への対応方法についても紹介

営繕工事積算チェックマニュアル（H28.3）
積算数量の拾い忘れ等の防止を図るため、積算業務の過程においてチェックすべき項
目等を整理

適切な設計変更

公共建築工事における工期設定の基本的考え方（H27.10）・事例解説（H28.6）

工期設定について、調査・設計から施工の各段階において基本となる考え方及び
その事例解説・参考資料をまとめたもの

参考情報の官庁営繕ＨＰへの掲載
官庁営繕のページに建築事業実施のための参考情報を掲載

入札時積算数量書活用方式（H28.4）
契約後、入札時積算数量書の積算数量に疑義が生じた場合に、受発注者間で協議し
、 必要に応じて数量を訂正し請負代金額を変更することを契約事項とする

営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（H27.5）・Ｑ＆Ａ（H27.10）
発注者と受注者間の設計変更・手続き等を適切に実施するためのガイドラインと
そのＱ＆Ａ

適切な工期の設定

官庁施設の設計業務等積算基準
国土交通省告示第15号を踏まえた新築設計の業務委託料のほか、改修設計の業務
委託料の算定方法について規定

公共建築相談窓口
国土交通省本省及び各地方整備局等の営繕部において、地方公共団体等の公共建
築発注者からの問合せに対応

全国営繕主管課長会議
都道府県等において公共建築の整備を担当する部局と情報共有を図るなど連携

＋

工 期

コスト

品 質

＋
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

適正な予定価格の設定
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Ｚ

公共建築工事における『営繕積算方式』の普及・促進

地方公共団体等への普及・促進

● ｢営繕積算方式活用マニュアル」を作成し、各種会議等で普及・促進
● 「公共建築相談窓口」において、個別事案の相談に丁寧に対応
● 積算情報（単価等）の共有
● 設計や建設業の各団体に周知

現場管理費 一般管理費等

◆標準積算(H26.4) ［100%］
【市場単価、標準的な共通仮設積上げ

（揚重機ｽﾎﾟｯﾄ、仮囲い、交通誘導警備員）】

(100%:100%)

100% 100%100%100%

143% 127% 114%

(118%:176%)

112%

134% 121% 111%

(113%:161%)

109%

直接工事費

【 積算例 】

◆(※1) 被災地状況を反映 ［111%］
【実勢単価（見積活用）＋共通仮設の積上げ
（揚重機月極調達等）＋工期連動（3ヶ月加算）】
※宮城県建設業協会資料より

◆(※2) 工期延期＋価格変動 ［115%］
【工期1ヶ月延長＋型枠、鉄筋加工10%上昇】

直轄工事（営繕工事）の積算手法を地方公共団体へ情報提供し、個別相談等に丁寧に対応

共通仮設
費

(率：積上)

◆(※3) 一般管理費等率の見直し等を反映
最新の一般管理費等率（H28.12.20付改定）を
適用することで、工事費がさらに2.6％上昇※

※ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事を合わせた値

モデル庁舎（RC造４階建て
延べ床面積3,000㎡、工期13ヶ月）

●現場実態に合った共通仮設費の積上 （※１）

● 適切な工期設定や市場価格との乖離が認められる工種
の見積活用 （※１）

● 物価上昇等への的確な対応 （※２）

● 最新の国の積算基準（一般管理費等率の見直し等）の適用（※３）

● 共通仮設の積上げ項目の明確化
・設計図書等への条件明示、公開数量書に明記（設計変更可能）

● 「見積活用方式」の適用の明確化

・入札説明書等に明記

『営繕積算方式』

積算の見える化

○学校や庁舎等の公共建築工事を確実・円滑に実施するため、実勢価格や現場実態を的確に反映した
適正な予定価格を設定するための積算手法（営繕積算方式等）を普及・促進
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※受注者発議の協議は、入札
時に発注者が示す入札時積算
数量書の積算数量を活用した

場合に可能

入札時積算数量書活用方式の導入

入札時積算数量書活用方式

○入札参加者に、発注者の示す数量書

「入札時積算数量書」の活用を促す。

背景

○改正品確法において「公正な契約を適正な請負代金額によって信義に従って誠実に履行する」と基本理念に規定。

○従来から入札参加予定者へ「数量書」を公開、提供。ただし、「数量書」は参考資料との位置づけのため、

契約後の発注者の運用にばらつき。

普及・促進

○平成29年4月からの本実施について、地方整備局等に通知するとともに、地方公共団体等に周知。
○引き続き、地方公共団体等に対し、公共建築相談窓口での相談対応や各種会議等における説明を通じ普及・促進。

概 要

・ 平成28年4月から営繕工事に試行導入。

・ 試行結果を踏まえ、平成29年4月1日

以降入札手続きを開始する営繕工事から

本実施に移行。

入札参加者は、発注者
が示す入札時積算数量
書の積算数量を活用

仕様書

【設計図書】

【入札時公開資料】

入札説明書

「入札時積算数量書活用方式」

の対象工事である旨等を明記現場説明書

【契約】

【設計図書】

仕様書 質問回答書

入札時積算数量書

現場説明書

図面

入札説明書別添

図面

【工事請負契約書】

入札参加者

提出
入札

前項(受注者からの確認の請求)は,
入札時積算数量書における当該疑
義に係る積算数量と、これに対応

する受注者が入札時に提出した
工事費内訳書における当該数量が
同一であると確認できた場合のみ

に行うことができる

「入札時積算数量書」に疑

義が生じた場合の確認の

請求、受発注者の協議、

訂正等について明記

入札時積算数量書を
契約書に位置づけ
（参考資料ではない）

第18条の2第2項

第18条の2

工事費内訳書

○契約後、入札時積算数量書の

積算数量に疑義が生じた場合に、

受発注者間で協議し、必要に応じて

数量を訂正し、請負代金額を変更する

ことを契約事項とする。
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一般管理費等率などの改定（公共建築工事）

○建設企業の財務実態調査結果等に基づき
一般管理費等率（元請企業の経費） 及び 下請企業の経費率を引き上げ

○平成２９年１月以降の入札公告案件から適用（営繕工事）

⇒ 今回の改定により、工事費は約２．６％増
※延床面積3,000㎡程度、建築工事で約５億の場合の試算

●一般管理費等率：２０％増 ●下請企業の経費率 : ２５％増

5%

10%

15%

20%

1 10 100 1,000 10,000

＜一般管理費等率の改定＞

100万円 1,000万円 1 億円 10 億円 100 億円

建築工事（改定）
電気設備工事（改定）
機械設備工事（改定）

建築工事（旧基準）
電気設備工事（旧基準）
機械設備工事（旧基準）

20％増

工事原価

5 億円
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公共建築相談窓口について

相談窓口について

相談者等

○平成２７年度（平成２７年４月～平成２８年３月）

は、延べ２，４８８件の相談を受付

○主な相談内容

・企画・予算措置

・発注・実施（設計、積算、入札手続き、工事監理）

・保全

・官庁営繕に関する技術基準の運用 等

○情報提供可能な直轄営繕工事の取組

・適正な予定価格の設定方法

・適切な工期設定の考え方

・適切な設計変更

・施工時期の平準化 等

相談内容等

相談者別内訳

※民間等･･･民間発注者、設計事務所、建設業者等

○国土交通省では、公共建築に関する技術的な相談を広く受け付けるための窓口を
開設

○平成１４年から、公共建築に関する相談窓口を以下に統一的に設置
(国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局営繕部、各営繕事務所等)

○平成２８年度４月～１２月

は、延べ１，９９３件の相談を受付

（平成28年4月～12月）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

参考資料
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（１）「公共建築工事積算基準」の体系

【総括】
公共建築工事積算基準
（最終改定：平成28年12月20日）

【数量】
公共建築数量積算基準
（最終改定：平成29年3月17日）

公共建築設備数量積算基準
（最終改定：平成29年3月17日）

【単価】
公共建築工事

標準単価積算基準
（最終改定：平成28年12月20日）

【共通費】
公共建築工事
共通費積算基準

（最終改定：平成28年12月20日）

【書式】
公共建築工事内訳書標準書式
（建築工事編･設備工事編）
（最終改定：平成24年3月30日）

【書式】
公共建築工事見積標準書式
（建築工事編･設備工事編）
（最終改定：平成26年3月20日）

【国の統一基準】

【運用】
公共建築工事積算基準等資料

（最終改定：平成29年3月24日）

【国土交通省資料】
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【資料】
営繕工事積算チェックマニュアル

（最終改定：平成29年3月24日）



直接工事費

共通仮設費
【積上げ】又は
【〔直接工事費×共通仮設費率〕
＋〔積上げ〕】

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税等相当額

共通費

（２）公共建築工事の工事費の構成

工事費

【工事原価×一般管理費等率※３】

【数量×単価】

（下請経費含む※１）

【材料価格】
【複合単価】
【市場単価】
【見積単価】

※「公共建築工事積算基準」より

【積上げ】又は

【〔純工事費×現場管理費率※２〕＋〔積上げ〕】

※１ 下請業者が負担すべき法定福利費相当額含む

※２ 元請業者が負担すべき現場従業員の法定福利費相当額含む
※３ 元請業者が負担すべき本支店従業員の法定福利費相当額含む

【参考】公共建築工事の構成割合

直接工事費（80%）

現場
管理費
（7%）

一般
管理費
等

（10%）

その他（下請経費※及び小器材損耗費等）

共通
仮設費
（3%）

積み上げは含まない。（含む場合は5％）

平成28年度3,000㎡ﾓﾃﾞﾙ（新築工事）における構成割合

※公共建築工事は、下請経費が直接工事費に含まれる（土木工事の場合は現場管理費）
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